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飼
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品
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第
二
千
百
四
十
六
号

平
成
十
五
年
三
月
十
日

(

月
曜
日)

製
造
事
業
場
等
の

名
称
及
び
所
在
地

収
去
場
所

飼
料
の
名
称

製造年月

試
験

結
果

の
概

要
違反の内容

粗たん白質

粗脂肪

カルシウム

リン

粗繊維

粗灰分

塩基性窒素

揮発性

水溶性窒素

消化率

ペプシン

ＴＤＮ

ＭＥ

検査

その他の
％

％
％

％
％

％
％

％
％

％
kcal� ㎏

水
分
％

ノ
ー
サ
ン
印
成
鶏
飼
育
用
配
合

飼
料
ヘ
ル
シ
ー
Ｓ
セ
ブ
ン
(Ｄ
)

15.2
17.9

4.6
2.94

0.57
3.3

9.9
―

―
―

―
2,870

12.5



( )

注

試
験
結
果
の
概
要
の
欄
中
栄
養
成
分
に
関
す
る
検
査
に
あ
っ
て
は
、
個
別
検
査
項
目
別
に
分
析

結
果
を
示
し
、
違
反
の
内
容
の
欄
に
表
示
成
分
量
に
対
す
る
過
不
足
量
等
を
示
す
。

公

告

争
議
行
為
の
通
知
の
公
表

八
戸
市
大
字
田
面
木
字
中
明
戸
二
に
所
在
す
る
八
戸
赤
十
字
病
院
労
働
組
合
の
執
行
委
員
長
下
舘

光
子
か
ら
労
働
関
係
調
整
法

(

昭
和
二
十
一
年
法
律
第
二
十
五
号)

第
三
十
七
条
第
一
項
の
規
定
に

基
づ
き
、
次
の
と
お
り
争
議
行
為
を
行
う
旨
の
通
知
が
あ
っ
た
の
で
、
労
働
関
係
調
整
法
施
行
令

(

昭
和
二
十
一
年
勅
令
第
四
百
七
十
八
号)

第
十
条
の
四
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
公
表
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

争
議
行
為
の
目
的

二
〇
〇
三
年
春
闘
職
場
要
求
の
前
進
及
び
獲
得

二

争
議
行
為
を
な
す
日
時

平
成
十
五
年
三
月
十
三
日
午
前
零
時
以
降
妥
結
に
至
る
ま
で
の
期
間

三

争
議
行
為
を
な
す
場
所

八
戸
赤
十
字
病
院
の
全
職
場
又
は
一
部

四

争
議
行
為
の
概
要

右
記
の
場
所
で
全
体
的
又
は
部
分
的
に
、
あ
る
い
は
断
続
的
に
、
す
べ
て
の
業
務
の
停
止
を
は

じ
め
あ
ら
ゆ
る
形
の
争
議
行
為
を
単
独
又
は
併
用
し
て
行
う
。

二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
の
施
行

平
成
十
五
年
二
級
建
築
士
試
験
及
び
木
造
建
築
士
試
験
を
次
の
と
お
り
施
行
す
る
の
で
、
青
森
県

建
築
士
法
施
行
細
則

(
昭
和
二
十
五
年
十
一
月
青
森
県
規
則
第
百
十
五
号)

第
十
四
条
の
規
定
に
よ

り
公
告
す
る
。
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日
和
産
業
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24－
９

同
左

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前

期
用
配
合
飼
料

ニ
チ
ワ
え
づ
け

15.1
25.2

4.8
1.05

0.65
2.3

5.6
―

―
―

―
3,070

12.4

日
配
若
令
牛
育
成
用
配
合
飼
料

ハ
イ
フ
レ
ー
ク
若
牛
す
み
れ

15.2
14.8

3.9
0.82

0.62
5.1

5.8
―

―
―

72.3
―

13.9

ニ
チ
ワ
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
後

期
用
配
合
飼
料

Ｊ
Ｃ
Ｃ
後
期
Ｎ
Ｙ

15.2
19.9

9.1
1.31

0.73
3.4

6.3
―

―
―

―
3,290

12.6

ニ
チ
ワ
印
成
鶏
飼
育
用
配
合
飼

料ハ
イ
ニ
ュ
ー
ス
タ
ー

15.2
18.7

4.8
3.75

0.49
2.7

12.0
―

―
―

―
2,890

12.2

中
部
飼
料
株
式
会
社

八
戸
工
場

八
戸
市
大
字
河
原
木
字

海
岸
24－
５

同
左

マ
ル
中
印
肉
用
牛
肥
育
用
配
合

飼
料
α
和
牛
ら
ん
ど
・
仕
上

15.2
13.0

4.1
0.30

0.56
5.5

3.9
―

―
―

73.7
―

13.6

マ
ル
中
印
乳
用
牛
飼
育
用
配
合

飼
料
α
ド
ラ
イ
バ
ラ
ン
ス
50

15.2
16.2

3.0
0.34

0.37
3.1

3.7
―

―
―

77.8
―

15.0

マ
ル
中
印
成
鶏
飼
育
用
配
合
飼

料レ
イ
ヤ
ー
Ｃ
17

15.2
17.4

5.7
3.94

0.56
2.7

12.3
―

―
―

―
2,870

12.4

マ
ル
中
印
肉
豚
肥
育
用
配
合
飼

料ス
ー
パ
ー
ポ
ー
ク

15.2
15.5

3.4
0.66

0.41
2.3

4.0
―

―
―

77.3
―

14.3

マ
ル
中
印
ブ
ロ
イ
ラ
ー
肥
育
前

期
用
配
合
飼
料

ヒ
ナ
餌
付
Ｅ

15.2
24.0

4.0
0.95

0.70
2.2

5.7
―

―
―

―
3,010

13.2



( )

平
成
十
五
年
三
月
十
日

青
森
県
知
事

木

村

守

男

一

試
験
の
日
時
及
び
場
所

１

二
級
建
築
士
試
験

�

学
科
試
験

�

日
時

平
成
十
五
年
七
月
六
日

(

日)

午
前
十
時

�

場
所

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
六
の
一

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校

�

設
計
製
図
試
験

�

日
時

平
成
十
五
年
九
月
二
十
八
日

(

日)
午
前
十
一
時
三
十
分

�

場
所

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
六
の
一

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校

２

木
造
建
築
士
試
験

�

学
科
試
験

�

日
時

平
成
十
五
年
七
月
二
十
七
日

(

日)

午
前
十
時

�

場
所

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
六
の
一

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校

�

設
計
製
図
試
験

�

日
時

平
成
十
五
年
十
月
十
二
日

(

日)

午
前
十
一
時
三
十
分

�

場
所

青
森
市
篠
田
三
丁
目
一
六
の
一

青
森
県
立
青
森
工
業
高
等
学
校

二

受
験
申
込
手
続

１

受
験
申
込
書
受
付
期
間

平
成
十
五
年
四
月
十
四
日

(

月)

か
ら
同
月
十
八
日

(

金)

ま
で

(

た
だ
し
、
八
戸
市
で
の

受
付
は
同
月
十
五
日

(

火)

ま
で
と
す
る
。)

２

受
験
申
込
書
受
付
場
所

�

青
森
市
安
方
二
丁
目
九
の
一
三

青
森
県
建
設
会
館

�

八
戸
市
大
字
売
市
字
下
久
根
二
九

三
八
教
育
会
館

３

受
験
申
込
書
類
及
び
添
付
書
類
等

�

受
験
申
込
書

(

平
成
十
五
年
一
月
以
降
に
撮
影
し
た
縦
五
・
五
セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
、
横
四

セ
ン
チ
メ
ー
ト
ル
の
無
帽
、
無
背
景
、
正
面
上
三
分
身
を
写
し
た
証
明
写
真
を
ち
ょ
う
付
し

た
も
の)

�

受
験
資
格
が
あ
る
こ
と
を
証
明
す
る
学
校
卒
業
証
明
書
、
検
定
合
格
証
明
書
、
そ
の
他
実

務
経
験
に
つ
い
て
の
証
明
書

�

受
験
申
込
用
紙
の
請
求
先

社
団
法
人
青
森
県
建
築
士
会
・
建
築
士
会
各
支
部
へ
請
求
す
る
こ
と

三

合
格
発
表

１

学
科
試
験

平
成
十
五
年
九
月
十
二
日
頃

２

設
計
製
図
試
験

平
成
十
五
年
十
二
月
十
二
日
頃

四

そ
の
他

試
験
に
関
す
る
問
い
合
わ
せ
に
つ
い
て
は
、
社
団
法
人
青
森
県
建
築
士
会

(

電
話
青
森
七
七
三

局
二
八
七
八
番)

に
電
話
す
る
こ
と
。

な
お
、
試
験
実
施
に
関
す
る
事
務
は
、
建
築
士
法
第
十
五
条
の
十
七
第
一
項
の
都
道
府
県
指
定

試
験
機
関
で
あ
る
財
団
法
人
建
築
技
術
教
育
普
及
セ
ン
タ
ー
に
行
わ
せ
る
。

出

先

機

関

土
地
改
良
事
業
の
工
事
の
完
了

土
地
改
良
法(

昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号)

第
百
十
三
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、

次
の
事
業
を
行
う
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
土
地
改
良
事
業
の
工
事
が
完
了
し
た
旨
の
届
出
が
あ
っ
た

の
で
、
同
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
日

三
戸
地
方
農
林
水
産
事
務
所
長

平

野

隆

夫
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( )

教

育

委

員

会

青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
、
受
講
料
及
び
入
学
料
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る

規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
三
号

青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
、
受
講
料
及
び
入
学
料
の
免
除
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正

す
る
規
則

青
森
県
立
高
等
学
校
授
業
料
、
受
講
料
及
び
入
学
料
の
免
除
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
三
十
六
年
三

月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
五
条
第
一
項
た
だ
し
書
中

｢

、
添
付
書
類｣

を

｢

、
教
育
長
が
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
添
付
書

類｣

に
改
め
る
。

第
一
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
一
号
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

第
三
号
様
式
中

｢

を

｣

｢

に
改
め
る
。

｣

第
三
号
様
式
の
注
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

注
用
紙
の
大
き
さ
は
､
日
本
工
業
規
格
Ａ
４
縦
長
と
す
る
｡

附

則

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
四
号

青
森
県
立
学
校
学
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
立
学
校
学
則

(

昭
和
三
十
九
年
四
月
青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号)

の
一
部
を
次
の

よ
う
に
改
正
す
る
。

｢
｢

第
一
条
の
二
の
表
中

を

に
改
め
る
。

｣
｣
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土

地

改

良

事

業

の

名

称

事
業
を
行
う
者

工
事
完
了

年

月

日

十
四
年
災
農
地
災
害
復
旧
事
業

六
五－

三

南

郷

村

平
成
��･

�･

��

〃

六
五－

六

〃

��･

��･

��

十
四
年
災
農
業
用
施
設
災
害
復
旧
事
業六
五－

一
〇
二

〃

��･

�･

��

〃

六
五－

一
〇
三

〃

〃

〃

五
八－

一
四
一

三

戸

町

��･

�･

�

青
森
県
立

高
等
学
校
長
殿

本
人
氏
名

�

保
護
者
氏
名

�

青
森
県
立
○
○
高
等
学
校
長
殿

本
人
氏
名

保
護
者
氏
名

年
月

日

本
人
氏
名

�

保
護
者
氏
名

�

青
森
県
立
○
○
高
等
学
校
長
殿

年
月

日

青
森
県
立
○
○
高
等
学
校
長
殿

本
人
氏
名

保
護
者
氏
名

田
子
町
立
田
子
中
学
校

田
子
町
立
上
郷
中
学
校

田
子
町
立
田
子
中
学
校



( )
｢

｢

別
表
第
一
青
森
県
立
青
森
東
高
等
学
校
の
項
中

を

｣

｢

｢

に
、
同
表
青
森
県
立
青
森
中
央
高
等
学
校
の
項
中

を

｣
｣

｣

｢

｢

に
、
同
表
青
森
県
立
青
森
戸
山
高
等
学
校
の
項
中

を

に
、
同
表
青
森

｣

｣

｢
｢

県
立
木
造
高
等
学
校
の
項
中

を

に
、
同
表
青
森
県
立
八
戸
東
高
等
学

｣
｣

｢
｢

｢

校
の
項
中

を

に
、
同
表
青
森
県
立
大
間
高
等
学
校
の
項
中

｣
｣

｢

を

に
改
め
る
。

｣

｣

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

青
森
県
立
青
森
中
央
高
等
学
校
の
普
通
科
、
家
庭
科
学
科
及
び
リ
ビ
ン
グ
デ
ザ
イ
ン
科
、
青
森

県
立
木
造
高
等
学
校
の
普
通
科
及
び
商
業
科
並
び
に
青
森
県
立
八
戸
東
高
等
学
校
の
人
文
科
は
、

改
正
後
の
青
森
県
立
学
校
学
則
別
表
第
一
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
平
成
十
五
年
三
月
三
十
一
日

に
当
該
学
科
に
在
学
す
る
者
が
当
該
学
科
に
在
学
し
な
く
な
る
日
ま
で
の
間
、
存
続
す
る
も
の
と

す
る
。

青
森
県
心
身
障
害
児
就
学
指
導
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ

こ
に
公
布
す
る
。

平
成
十
五
年
三
月
十
日

青
森
県
教
育
委
員
会

青
森
県
教
育
委
員
会
規
則
第
五
号

青
森
県
心
身
障
害
児
就
学
指
導
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則

青
森
県
心
身
障
害
児
就
学
指
導
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

(

昭
和
四
十
九
年
七
月
青
森
県

教
育
委
員
会
規
則
第
六
号)

の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

題
名
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

青
森
県
就
学
指
導
委
員
会
の
設
置
等
に
関
す
る
規
則

第
一
条
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

第
一
条

障
害
の
あ
る
児
童
生
徒
等
の
適
切
な
就
学
を
図
る
た
め
、
青
森
県
就
学
指
導
委
員
会

(

以

下

｢

就
学
指
導
委
員
会｣

と
い
う
。)

を
置
く
。

第
二
条
中

｢

心
身
の
障
害｣

を

｢

障
害｣

に
改
め
、
同
条
に
次
の
一
項
を
加
え
る
。

２

就
学
指
導
委
員
会
は
、
教
育
長
の
依
頼
に
応
じ
、
青
森
県
が
設
置
す
る
盲
学
校
、
聾
学
校
及
び

養
護
学
校
に
在
学
す
る
者
の
教
育
内
容
等
に
つ
い
て
、
専
門
的
な
立
場
で
調
査
審
議
す
る
。

附

則

１

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２

こ
の
規
則
の
施
行
の
際
現
に
設
置
さ
れ
て
い
る
青
森
県
心
身
障
害
児
就
学
指
導
委
員
会
及
び
そ

の
委
員
は
、
青
森
県
就
学
指
導
委
員
会
及
び
そ
の
委
員
と
な
り
、
同
一
性
を
も
つ
て
存
続
す
る
も

の
と
す
る
。
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青
森
市

目

青
森
市
大
字
原
別

原
別
三
丁

リ
ビ
ン

グ
デ
ザ

イ
ン
科

家

庭

科
学
科

普
通
科

総

合

学

科

普
通
科

美
術
科

普
通
科

総

合

学

科

商
業
科

普
通
科

人
文
科

普
通
科

表
現
科

普
通
科

�
�

�
�

制
の
課
程

制
の
課
程

普
通
科

普
通
科

三
年

以
上

三
年

全
日
制
の
課
程

普
通
科

三
年



( )

(

毎
週
月
・
水
・
金
曜
日
発
行)

青
森
市
長
島
一
丁
目
一
番
一
号

青

森

県

発

行

所

・

発

行

人

定
価
小
口
一
枚
ニ
付
十
五
円
一
銭

青
森
市
古
川
二
丁
目
一
七
番
五
号

東

奥

印

刷

株

式

会

社

印

刷

所

・

販

売

人
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